
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 食肉を輸出するためには、輸出相手国・地域の規

制に基づき、厚生労働省等が輸出食肉取扱施設と

して認定した施設（と畜場・食肉処理場）において処

理（とさつ・解体）を行うとともに、行政機関が発行す

る衛生証明書の添付が義務付けられています。また、

HACCP による施設の衛生管理が必須要件となって

いる国・地域も数多くあります。 

 ㈱岩手畜産流通センターでは、輸出食肉取扱施

設の認定を取得し、平成21年10月にシンガポール

に初めて牛肉を輸出して以来、輸出相手国を年々

増やし、現在はシンガポールはもとより香港、米国、

カナダなど計 9 カ国に牛肉を輸出しています。 

 輸出量も増加の一途をたどっており、今年度は２月

末現在の実績ながら 80,363kg で 、昨年度

(50,601kg)の約 1.6倍の輸出量となっています。 

 食肉衛生検査所は、衛生証明書の発行事務や認

定施設が行う衛生管理の検証等の業務を担ってお

り、輸出相手国・輸出量の増加に伴って、これら輸

出食肉に係る業務は以前とは比べものにならないほ

ど増大しています。 

 そうした状況の中、輸出食肉の安全が確保され、

輸出が円滑に行われるよう、職員一人ひとりが常に

緊張感をもって、適切かつ迅速な事務の執行に努め

ています。 

 県産農林水産物の輸出促進は、先般、策定・公表

された「いわて県民計画第３期アクションプラン」にお

いて、農林水産物の髙付加価値と販路の拡大のた

め取組みの一つに挙げられており、食肉衛生検査所

としても、今後とも、輸出食肉の安全確保を通して、

県産牛肉の輸出促進に寄与していきたいと考えてい

ます。 
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県産牛肉が世界の食卓へ～輸出量が順調に伸びています！～ 



 

  

 

1月8日に岩手大学が主催する「いわて女性研究

者支援ネットワークキックオフシンポジウム―いわて

の復興・地域創生と男女共同参画－」に共催機関と

して参加しました。講演やパネルディスカッションを通

じて、様々な分野の女性が活躍し男女共同参画社

会を実現することが女性研究者の人材育成とすそ

野拡大につながることについて意識共有が図られま

した。 

当所は、女性が職員の半数を占め、子育て世代

の職員が職場と家庭を両立させながら、日常業務や

調査研究を行っており、研究しやすい環境作りや学

会、セミナー等への派遣など研究力向上と育成のた

めの取り組みを進めています。今年度は、岩手大学

農学部の関まどか先生の研究テーマ「反芻類におけ

る肝蛭※感染を特異的に検出できる ELISA 法の開

発」の共同研究者として名を連ね、食肉の安全性確

保に向けた新たな検査法の開発が進められており、

担当職員の研究意欲の向上に結びついています。 

 また､昨年 12 月､岩手大学男女共同参画推進室

の方を講師に招き、全職員を対象とする研修会を開

催し、男女共同参画の在り方について理解を深めま

した。（写真:当所会議室） 

 

※肝蛭とは、牛、めん山羊、シカなどの肝臓に生息する寄生虫です 

 

 

 

 

平成 28 年２月 12 日（金）、県庁において「平成

27 年度食の安全安心担当業務研究発表会」が開

催されました。はじめに岩手大学農学部の鎌田教授

から「食品衛生の最近の動向」として、カンピロバクタ

ー、ウエルシュ菌、寄生虫（クドア、サルコシスティス・

フェアリー）などについての講演をいただいた後、食の

安全安心に関する業務を担当する職員から、日頃

の取り組みや調査研究の成果が発表されました。 

当所からは７題発表し、次の２題が優秀演題に選ば

れました。 

★食鳥処理場へのＨＡＣＣＰ導入に向けた取組 

 県内の大規模食鳥処理場において、外部認証の

FSSC22000を取得済の処理場がある一方、HACCP

要件である 7 原則 12 手順のうちのいずれの手順に

も着手されていない処理場があったことから、未導入

の処理場に対し、HACCP 導入型基準の導入に向け

継続的な支援を行った取り組みについての発表 

★牛肉における住肉胞子虫保有状況の定量解析‐

第２報‐ 

 リアルタイムＰＣＲ法により住肉胞子虫のＤＮＡ量を

測定し、寄生実態を調査した内容の発表 

～ 当所からの発表演題（７題） ～ 

① 小規模と畜場における「ＨＡＣＣＰ導入型基準」導

入に対する指導について 

② 食鳥処理場へのＨＡＣＣＰ導入に向けた取組 

③ 食鳥処理場を対象とした微生物検査外部精度

管理調査の実施 

④ 食鳥処理における冷却水と微生物制御の関連

性 

⑤ 対米輸出食肉取扱施設に対する米国農務省食

品安全検査所局（ＦＳＩＳ）による査察への対応 

⑥ 牛肉における住肉胞子虫保有状況の定量解析‐

第２報‐ 

⑦  民間イベントを

活用した食肉の安

全に係る情報発信

の取組み 

「食の安全安心担当業務研究発表会」で当所の取り組みを発表しました！ 

「いわて女性研究者支援ネットワークキックオフシンポジウム」に参加しました！ 



 

 

 

 久慈広域食肉処理場では、「HACCP 導入型基準」の数年先の導入を目指しており、久慈グループではその

支援活動をしています。施設の巡回点検や拭取り検査、グループワークや衛生教育などの 7S活動と、HACCP

勉強会を実施しています。 

職員の皆さんは、多忙な中、施設の修理や清掃作業に積極的に取り組んでいます。また、現場が終わって

からはグループワークや衛生教育で、衛生意識を高めています。 

HACCP 勉強会では、事前課題をもとに、グループになって話し合いをしますが、参加者の皆さんのまじめさ

には頭が下がります。 

久慈広域食肉処理場場長の髙栁利久さんは、今後も HACCP 導入に積極的に取り組み、消費者が安心し

て食べられる豚肉の提供に努めていくと、力強く語っておられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久慈広域食肉処理場では「ＨＡＣＣＰ導入型基準」の導入に取り組んでいます！ 

          

七つ道具大公開!!
と畜検査員の

検査では肉や内臓を切って、内部
に病気等がないか調べます。部分
的に廃棄する場合にも使います。
鋭い切れ味が大切!!

ナイフ・棒やすり

検査に合格となった
証にとして枝肉に押
すのが検印です。

検印

枝肉の合否判定を保留する場合、
1頭丸ごと不合格で全部廃棄に
する場合に枝肉にその場で札を
かけます。

保留・全廃札

と畜前の生体検査で家
畜の健康状態を確認し
ます。

聴診器・体温計

部分的にあるいは全部が廃棄
になった枝肉にインクで印を
つけ、誤って食用になること
を防ぎます。

インク＆筆

処理中には合否判定ができな
い場合、臓器・血液等の必要
なサンプルを採取し、検査所
に持ち帰って検査します。

採材セット

牛の枝肉検査は昇降台に乗
り高所での作業にとなるた
め安全のために着用します。

安全ベルト

《番外編》
耳栓
施設内はかなりの騒音！

懐中電灯
施設の衛生状態をくまなくチェック！

カラーアトラス
と畜検査でみられる様々な疾病を写真で
確認！

 

 

 豆知識 

 

今回も昨年１１

月に開催された

「いわちく感謝デ

ー」で展示した

内容をご紹介し

ます。（展示した

パネルと一部配

置を変更してい

ます。） 

と畜検査員は

色々な道具を駆

使して食肉の安

全確保に努めて

います。 



写真① 

写真② 

 

 

 

中皮腫とは 

肺や心臓などの胸部の臓器や、胃や腸などの腹部の

臓器は、胸膜・心膜・腹膜などの膜に包まれています。

これらの膜には中皮細胞と呼ばれる細胞が並んでいま

す。この中皮細胞から発生した腫瘍を中皮腫といいます。

人では、そのほとんどがアスベスト（石綿）を吸引すること

で発症するとされています。アスベストの関与は不明で

すが、家畜においても中皮腫が発生することが知られて

います。数的には少ないものの、今回は病理症例として

と畜検査で見られた牛の中皮腫について紹介します。 

当該牛は黒毛和種のメス、年齢は 15歳 7ヶ月、一般

畜としてと畜場に搬入されました。生体検査では特に異

常は見られませんでしたが、と畜後の解体後検査にて脾

臓被膜と胃腸漿膜面及び横隔膜腹側面と枝肉左右腹

膜内側面に米粒から小豆大の腫瘤が発生しているのが

見つかりました。 

写真①は腹膜の腫瘤です。肥厚した被膜に桃色や黄

白色の米粒から小豆大の腫瘤が認められます。なお、

腫瘤は全て被膜のみに認められ、臓器実質への浸潤は

認められませんでした。また、他の臓器に著変は認めら

れませんでした。 

腹膜の腫瘤の組織所見では肥厚した被膜部分に扁

平や立方状もしくは円柱状の単層上皮で覆われた大小の空胞が多数見られました。空胞によっては写真②の

ように腺腔構造を示し、内腔面に微絨毛様の構造を有するものも見られました。 

と畜場法では腫瘍の発生が肉や臓器の一部に限局されている場合は病変部分のみの廃棄となっています

ので、本症例での行政処分は病変部のみの一部廃棄となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と畜検査で見られた症例（中皮腫）についてご紹介します 

編
集
後
記 

▼
早
い
も
の
で
、
平
成
27
年
度
も
残
す
と

こ
ろ
僅
か
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
度
は
通

常
の
検
査
業
務
に
加
え
、
米
国
農
務
省
食

品
安
全
検
査
局
に
よ
る
査
察
や
検
査
所

情
報
発
信
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
様
々
な
事
業

や
イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
が
、
多
忙
な
業

務
の
合
間
を
縫
っ
て
準
備
や
事
務
処
理
に

携
わ
っ
た
多
く
の
職
員
の
努
力
に
よ
り
、
無

事
成
功
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

▼
先
日
発
表
さ
れ
た
あ
る
研
究
で
は
、
ア

リ
の
集
団
の
中
に
は
必
ず
働
か
な
い
ア
リ

が
一
定
割
合
存
在
し
、
働
く
ア
リ
が
働
け

な
く
な
る
と
代
わ
り
に
働
き
始
め
る
こ
と

で
、
集
団
の
致
命
的
な
被
害
を
防
ぐ
こ
と

が
で
き
る
と
の
こ
と
で
す
。
人
間
の
組
織
も

同
じ
で
、
組
織
の
短
期
的
効
率
を
求
め
す

ぎ
る
と
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
こ
と

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
組
織
運
営
全
般
に
関

し
て
、
長
期
的
存
続
の
観
点
を
含
め
た
上

で
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
そ
う
で
す
。 

▼
こ
の
検
査
所
だ
よ
り
が
発
行
さ
れ
る
頃

に
は
来
年
度
の
組
織
体
制
が
示
さ
れ
ま
す

が
、
ど
ん
な
組
織
で
あ
っ
て
も
、
食
肉
の
安

全
確
保
と
い
う
当
所
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
向
け

て
、
職
員
一
丸
と
な
っ
て
頑
張
り
た
い
と
思

い
ま
す
。 

（森
田
） 


